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○令和3年度熊本市一般会計補正予算 総額 102億1,185万円

●公共施設長寿命化等基金積立金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20億円
●住民税非課税世帯等臨時特別支援事業・・・・・・・・・・・ 17億6,060万円
○営業時間短縮要請に伴う事業者支援経費・・・・・・・・・・・ 7億9,038万円
●保育士等処遇改善事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5億9,700万円
●畜産クラスター事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億8,600万円
●新型コロナウイルス感染症対策経費・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億5,700万円
○失業者就業支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億2,100万円

○令和4年度熊本市一般会計予算 総額 3,791億円

○広域観光連携事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億5,000万円
○飲食店食べ歩き１億円キャッシュバック事業・・・・・・・・・・ 1億3,300万円
●森の都推進経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1億1,590万円
●医療的ケア児保育支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,390万円
●新規就農者育成総合対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000万円
●高校等進学支援経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,840万円
●公用車EV化環境整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,270万円
○物産品等販路開拓支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,000万円
●記念館開館準備経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,320万円
●産婦健康診査事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,300万円
●関連企業誘致交通影響調査経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000万円

●…総務費  　●…民生費  　○…商工費  　●…農林水産業費 
●…衛生費  　●…土木費 　 ●…教養費

主な議案の概要

○熊本市立野外教育施設条例の一部改正について

○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の  
　施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

○熊本市奨学金条例の一部改正について

○熊本市公民館条例の一部改正について

　年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和
２年法律第４０号）の施行に伴い、関係条例の整備をするため。
＜制定内容＞
　次に掲げる条例につき、株式会社日本政策金融公庫等が行う年金担保貸付
事業の廃止に伴い、退隠料等の給付を受ける権利を担保に供することに係る
規定の整備を行う。
　(1) 熊本市退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料条例
　　  （大正１４年告示第２５号）
　(2) 熊本市職員共済組合条例（昭和３０年条例第２７号）
　(3) 熊本市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例
　　  （昭和３５年条例第１７号）
　(4) 熊本市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３９号）
＜施行日＞
　令和４年（２０２２年）４月１日

　公民館の会議室等における使用時間区分の見直しに伴うため。
＜改正内容＞
　公民館の会議室、料理実習
室及びホール並びに冷暖房設
備の使用について、午前、午後
又は夜間の使用に加え、１時間
単位による使用を可能とする。

○市立高等学校・市立総合ビジネス専門学校改革に伴う関係条例の
　整備に関する条例の制定について

　市立総合ビジネス専門学校の課程の見直し等に伴い、関係条例の整備をするため。
＜制定内容＞
１　熊本市立総合ビジネス専門学校条例（平成２年条例第４４号）の一部改正
　(1)  一般課程（夜間）の廃止
　(2) 科目等履修生及び聴講
　　　生を受講対象者とするこ
　　　とに伴う受講料等の新設等

　(4) 市立高等学校の在校生が科目等履修生又は聴講生となる場合における  
　　　受講料等の減免に係る規定の新設
2　熊本市立高等学校条例（昭和３９年条例第４０号）の一部改正
　  学科の改編に伴う規定の整備等
＜施行日＞
　令和５年（２０２３年）４月１日等

　(3) 専門課程における生徒と
　　　して入学しようとする者
　　　に係る入学考査料等の改定

＜主な内容＞

＜主な新規事業の内容＞

　熊本市立金峰山少年自然の家の設置目的に市民に自然に親しむ体験の機会を
提供することを加えるとともに、同施設に指定管理者制度を導入する等のため。
＜改正内容＞
１　題名及び施設名の変更
　(1) 題名
　　  【変更前】熊本市立野外教育施設条例
  　　【変更後】熊本市立金峰山自然の家条例
　(2) 施設名
　　  【変更前】熊本市立金峰山少年自然の家
  　　【変更後】熊本市立金峰山自然の家

2　設置目的として市民に自然に親しむ体験の機会を提供することを追加
3　指定管理者制度の導入に係る規定の追加
　(1) 指定管理者の指定の手続等
　(2) 指定管理者が行う業務
　(3) 利用料金制度に係る規定
　(4) 協定の締結、指定の取消し等に係る損害賠償及び秘密保持義務等
4　使用料の設定

　経済的理由により修学が困難な者に対し、高校等進学支援金を支給するため。
＜改正内容＞
　経済的理由により修学が困難な者であって高等学校等への入学を許可された
ものに対し、高校等進学支援金（１人につき４０，０００円）を支給することとする。
＜施行日＞
　令和４年（２０２２年）４月１日

○熊本市手数料条例の一部改正について
　熊本市優待証（さくらカード）の交付に係る手数料を廃止するため。
＜改正内容＞
　熊本市優待証（さくらカード）を熊本市おでかけＩＣカードに統合することに伴い、
熊本市優待証（さくらカード）の交付に係る手数料（１件につき３００円）を廃止する。
＜施行日＞
　令和４年（２０２２年）４月１日

○熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例の一部改正について
　自転車の安全利用を促進するための各主体の責務の追加、市が行う自転車の安全利
用の推進及び利用環境の整備に関する規定の追加、自転車損害賠償保険等への加入促
進に関する規定の追加等を行うため。
＜改正内容＞
１　 自転車の安全利用を促進するための各主体の責務の追加
　(1) 自転車の利用者等の責務
　　  ア 自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用すること。
　　  イ 道路交通法等の規定により備えるべき前照灯及び尾灯又は後方への反射器材   
　　　　に加え、自転車の両側面方向への反射器材を装備すること。
　(2) 保護者等の責務
　　  ア その保護する者が利用する自転車について定期的に点検し、必要な整備を行
　　　　うこと。
　　  イ その保護する者に対し、夜間に自転車を利用する場合においては、適切に前
　　　　照灯等の点灯及び反射器材の装備をさせること。
　(3) 学校の長の責務
　　  ア 在学する児童、生徒又は学生に対する乗車用ヘルメットの着用その他の安全上
　　　　の措置に関する指導の実施に努めること。
　　  イ 当該学校の教職員に対し自転車の交通安全教育に必要な知識を習得させるた
　　　　めに必要な研修の機会を提供することその他の取組の実施に努めること。
　(4) 事業者の責務
　　　自転車で通勤し、又は事業活動において自転車を利用する従業者に対し、乗車用
　　　ヘルメットの着用その他の自転車の安全利用に必要な啓発及び指導を行うよう
　　　努めること。
　(5) 自転車貸付業者の責務
　　　自転車の貸出しに当たっては、当該自転車について定期的に点検し、必要な整備
　　　を行うよう努めること。
　(6) 自動車及び原動機付自転車の運転者の責務
　　　自転車の側方を通過するときは、当該自転車との間に安全な間隔を保ち、又は徐
　　　行するよう努めること。
2　市が行う自転車の安全利用の推進及び利用環境の整備に関する規定の追加
　(1) 交通安全教育の推進
　(2) 自転車利用環境の整備
　(3) 自主的な取組を行う市民への支援
3　自転車損害賠償保険等への加入促進に関する規定の追加
　(1) 自転車の利用者等は、自転車損害賠償保険等の種類に応じ、それに加入し、又は
　　　加入するよう努めなければならない。
　(2) 自転車小売業者、事業者及び自転車貸付業者は、自転車損害賠償保険等に係る
　　　加入の確認及び情報の提供に努めるものとする。
　(3) 学校の長は、在学する児童、生徒又は学生に対し、自転車損害賠償保険等に関す
　　　る啓発及び情報の提供に努めなければならない。
　(4) 市は、賠償責任の周知及び自転車損害賠償保険等に係る加入促進の啓発を行う
　　　ものとする。
＜施行日＞
　令和４年（２０２２年）１０月１日

＜施行日＞
　令和７年（２０２５年）４月１日等
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代表質問 第1回定例会において4会派が代表質問を行いました。主な質問内容は次のとおりです。
なお質問の詳細は、熊本市議会ホームページの会議録等をご覧ください。

紫垣　正仁議員

その他の質問項目
本市はフェアトレードシティ10周年を迎えるが、フェアトレードは誰一人として
取り残さないというＳＤＧｓの基本理念にも合致するものなので、これを戦略的
に市民と共に進めていくために、ＳＤＧｓ推進条例を制定してはどうか。

SDGs推進条例については、市民の意識が高まり、行政や市民、事業者の役割
が明確化するとともに、連携が更に深まることも考えられ、今後、制定の必要性
も含め検討していく。

●まちなか（中心市街地）の
　これから
●公文書管理の現状と課題
●組織体制について

その他の質問項目
●新型コロナウイルス感染症
　対策について
●地域経済の進展について
●本庁舎整備について
●財政について
●土地利用（集落内開発）など
　について原　　　亨議員

災害リスク対応のためには都市基盤強化が不可欠。有事の際は緊急輸送道
路となり、平時は渋滞緩和による利便性や回遊性向上により地域活性化に
繋がる円滑な交通ネットワークの具体的構築が重要。本市の考え方を問う。

これまでも地域防災計画改定や国土強靭化地域計画を策定し防災対策強
化に取り組むとともに関連予算の切れ目ない措置など事業を推進し、国へ
も支援強化を訴えてきた。今後も都市基盤強靭化に全力で取り組む。

浜田　大介議員

ＴＳＭＣ関連企業進出の受け皿となる土地や、新たな半導体工場建設
の受け皿となる土地を市内に整備することも見据えた都市計画の見
直しなども検討する必要があると考えるが、本市の考えを問う。

産業用地の確保については、企業の投資動向や市内の土地の現状調査など
により情報を把握し、土地利用上の課題などを整理しながら、今後の都市基
盤整備や中長期的な財政負担も踏まえ、総合的かつ早期に検討を進めたい。

上田　芳裕議員

エッセンシャルワーカーの休業による社会機能維持の影響が
懸念される。本市のライフラインに関わる「病院局・消防局・交
通局・上水道事業・本市衛生部門におけるゴミ収集」などの社
会機能維持に向けた取り組みは。
ライフラインに関わる市民生活に直結した業務については、
いかなる状況下においても安定的・継続的に実施することが
重要であることから、組織の人員体制や業務形態などに応じ
て、適時適切な対応を行っている。

熊本市でSDGs推進条例を定めるべき

都市基盤整備の強靭化について

半導体関連企業のための工業用地確保

新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

※新型コロナウイルス感染症への取り組みとして、壇上にアクリル板を設置するとともに、マスク着用の上、質問を行いました。

対象者 区分 金額
入学料
受講料
受講料聴講生

科目等履修生 ３，０００円
１単位につき１０，０００円
１単位につき１０，０００円

区分 現行 改訂後
４，８００円

３０，０００円
入学考査料

入学料
５，２００円

５８，０００円

施設使用料
１時間単位

（１時間までごとに）
１時間単位

（１時間までごとに）

冷暖房設備使用料

大会議室
中会議室
小会議室
料理実習室
ホール

４４０円
３００円
１４０円
５００円
６７０円

７０円
５０円
４０円
５０円

２４０円

※中学生以下で本市内の小学校又は中学校に通学する者及びその引率者が教育課程に基づく
　学習活動として金峰山自然の家を使用する場合における使用料並びに小学校就学の始期に
　達するまでの者の使用料は、無料

使用区分 使用時間 使用者 使用料
一般
大学生・高校生
中学生以下
一般
大学生・高校生
中学生以下
一般
大学生・高校生
中学生以下

１人１泊 １，４００円
１人１泊 　９００円
１人１泊 　７００円
１人１泊 １，０００円
１人１泊 　６００円
１人１泊 　５００円
１人 　　　５００円
１人 　　　３００円
１人 　　　２５０円

宿泊室
午後１時から
翌日の午前１０時まで

午前１１時から
翌日の午前１０時まで

午前１１時から
午後９時まで

テントサイト

日帰り

その他の質問項目
●新型コロナワクチン接種に
　ついて
●南海トラフ地震について
●デジタル化推進について
●夜間中学について
●子育て支援について

光永　邦保議員

田島　幸治議員

高瀬千鶴子議員

その他の質問項目
●学校教育の充実と支援体制について
●資源循環・環境保全型廃棄物行政の
　確立について
●市民生活を豊かにする道路整備の推
　進について
●防災対策と地域防災力の強化（地域
　防災計画）について

一般質問 第1回定例会の主な質問内容は次のとおりです。
なお質問の詳細は、熊本市議会ホームページの会議録等をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症への取り組みとして、壇上にアクリル板を設置するとともに、マスク着用の上、質問を行いました。

災害時における業務継続計画が4年近く更
新されておらず、基本体制が整っていない
ことへの市長の考えは。

業務継続計画の未更新については反省し、
今後、災害対応マニュアルなどの見直しを確
実に行い、市民の皆様の安心に繋げていく。

現在、議論を中断している市庁舎の建て替え問題
については、耐震性能の結論を出すべきと考える
が市長に問う。

まずは、耐震性能分科会において審議を行ってい
ただくものと考えており、専門的な立場から検証
をいただけるものと期待している。

質
問
1

答
弁

質
問
2

答
弁

災害時における業務継続基本体制の整備を 市庁舎建て替え議論の「耐震性能」に結論を

児童館は放課後の居場所として重要な役割
がある。直営と指定管理で利用者数に差があ
るが民営化の検討は。

効率的・効果的な運営に努めるとともに、民
間事業者などの意見を伺いながら、今後、多
様な観点から運営手法を検討していく。

高齢者や障がいを持つ方々の立場に
立った投票所の環境整備が必要。投票
率向上のための今後の対応は。

投票所は仮設スロープや人的介助など
の環境整備に努めた。今後も有権者が
投票しやすい環境を整備していく。

質
問
1

答
弁

質
問
2

答
弁

今後の児童館の管理運営 選挙投票所の環境整備

母親がＨＴＬＶ－１キャリアである乳児を対
象とした「粉ミルク支援事業」の創設につ
いて、市長の考えは。

母子感染対策協議会で必要な支援を協議
し、妊産婦が安心して子どもを産み育てる
ことができるよう、環境づくりに努める。

コンパクトでスタイリッシュな外観の、若い
世代にも人気がある都市型コンポストを勧
めてはどうか。

都市型コンポストは、新たな購入層の獲得
にも繋がることから、本市の補助制度の対
象であることを積極的に周知していきたい。

質
問
1

答
弁

質
問
2

答
弁

ＨＴＬＶ－１感染者に対する支援を 家庭の生ごみ削減に「都市型コンポスト」

＜施行日＞
　令和４年（２０２２年）１０月１日等

質
問
1

答
弁

質
問
2

答
弁

吉村　健治議員

内密出産における現行法での問題点や、今後の速や
かな法制化に向け、いかに推進し議論していくのか
を問う。

内密出産には、子どもの出自に関する情報の取り扱
いなどに課題がある。引き続き国に法整備を要望し、
議員立法も含めた働きかけを行う。

平和や核兵器廃絶に関する声明事例
と、ロシアによるウクライナ侵略も含
めた市長の平和への思いや決意は。

平和の大切さや命の尊さへの理解を深める
とともに、戦争の惨禍を次世代へ語り継ぎ、
恒久平和実現に向けた努力を粘り強く行う。

内密出産に関する法整備の必要性 平和に対する市長の思い市
民
連
合

公
明
党

自
民
党

熊
本
自
民

市
民
連
合

公
明
党

自
民
党

熊
本
自
民


